
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
四
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

（
政
党
の
支
部
）

政

治

団

体

の

代
表
者
氏
名

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

異

動

年

月
日

名

称

公
明
党
西
和
総

河
杉
博
之

主
た
る
事
務

香
芝
市
真
美

大
和
高
田
市

平
成
二
十
七
年

支
部

所
の
所
在
地

ケ
丘
七
―
一

大
谷
五
六
〇

六
月
一
日

〇
―
一
一

代
表
者

河
杉
博
之

堂
本
正
信

会
計
責
任
者

富
木
つ
や
子

河
杉
博
之

公
明
党
奈
良
総

山
中
益
敏

主
た
る
事
務

奈
良
市
東
九

奈
良
市
秋
篠

平
成
二
十
七
年

支
部

所
の
所
在
地

条
町
二
〇
二

町
九
五
一
―

六
月
一
日

―
六
一

一

代
表
者

山
中
益
敏

大
国
正
博

会
計
責
任
者

高
杉
美
根
子

山
中
益
敏

自
由
民
主
党
川

上
田
直
朗

主
た
る
事
務

磯
城
郡
川
西

磯
城
郡
川
西

平
成
二
十
七
年

西
町
支
部

所
の
所
在
地

町
結
崎
一
〇

町
結
崎
五
九

五
月
一
日



七
一

七
―
五

代
表
者

上
田
直
朗

杉
井
成
行

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

代
表
者
氏
名

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

異

動

年

月

日

名

称

奈
良
県
鍼
灸
師

石
田
善
紀

会
計
責
任
者

島
中
秀
二

永
田
健
一
郎

平
成
二
十
七
年

連
盟

五
月
三
十
一
日

中
村
て
つ
じ
会

中
村
哲
治

主
た
る
事
務

生
駒
市
西
松

大
和
郡
山
市

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

ケ
丘
一
―
三

筒
井
町
七
四

五
月
一
日

七

八
―
一

中
村
て
つ
じ
と

宇
治
正
剛

主
た
る
事
務

生
駒
市
西
松

大
和
郡
山
市

平
成
二
十
七
年

歩
む
会

所
の
所
在
地

ケ
丘
一
―
三

筒
井
町
七
四

五
月
一
日

七

八
―
一

奈
良
県
中
小
企

出
口
武
男

会
計
責
任
者

櫻
井
良
彰

橋
本
博

平
成
二
十
七
年

業
政
策
推
進
協

六
月
八
日

議
会

奈
良
県
家
庭
薬

中
西
康
治

代
表
者

中
西
康
治

小
柴
一
宏

平
成
二
十
七
年

配
置
商
業
協
同

六
月
十
六
日

組
合
薬
事
振
興

会
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